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確
定
申
告
は
所
得
税
（
国
税
） 

の
申
告
で
す

○ 

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
と
納
税
は
、
２
月

16
日
㈫
～
３
月
15
日
㈪
で
す
。

○ 

還
付
申
告
は
、
２
月
15
日
㈪
以
前
で
も
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

○ 
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
と

納
税
は
、
３
月
31
日
㈬
ま
で
で
す
。

○ 

１
月
21
日
㈭
か
ら
市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル
で
確

定
申
告
書
な
ど
の
用
紙
を
配
布
し
ま
す
。

〇 

確
定
申
告
が
不
要
で
も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
は
む
ら

２
月
１
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

青
梅
税
務
署
で
の
受
付
け
・
相
談 

受 

付
期
間
　
２
月
16
日
㈫
～
３
月
15
日
㈪
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

受 

付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
（
申
告
相

談
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

受
付
会
場
　
青
梅
税
務
署

※ 

申
告
会
場
に
入
る
に
は
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要

で
す
。
当
日
会
場
で
配
布
す
る
ほ
か
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
プ
リ
で
事
前
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
「
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
」
を
「
友
だ
ち

追
加
」
し
て
く
だ
さ
い
）
。

※ 

入
場
整
理
券
は
、
状
況
に
よ
り

早
め
に
配
布
を
終
了
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

 

税
理
士
の
無
料
申
告
相
談 

　
東
京
税
理
士
会
青
梅
支
部
所
属
の
税
理
士
に
よ
る

無
料
申
告
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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※税理士による無料申告相談は、小規模納税者、年金受給者、給与所得者のみ対象。

※�市役所で「作成済み確定申告書」を提出する場合、提出窓口のほかに「提出用ポス

ト」（1 階市民ホールと申告会場に設置）が利用できます（受付時間内のみ）。利用

する場合は「住所、氏名」を記入した封筒に確定申告書を入れて投函してください。

受付印が押印された控えが必要な方は、申告する方の「住所、氏名」を記入した返

信用封筒（切手貼付）を同封してください。
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申
告
会
場
に
お
出
か
け
に
な
る
場
合
も
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
に
も
、
で
き
る
だ
け
少
人
数
で
の
来
庁
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

�

受
付
期
間

������

状
況
に
よ
り
、受
付
期
間
・
会
場
な
ど
が
変
更
・

中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

広報はむら 3.1.15

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す 

郵
送
な
ど
で
の
確
定
申
告
に
ご
協
力
を

　
自
宅
な
ど
か
ら
パ
ソ
コ
ン
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
利
用
で

き
るe-Tax

（
電
子
申
請
）
や

郵
送
が
便
利
で
す
。

■
郵
送
で
の
受
付
け

送
付
先 

青
梅
税
務
署

　 

〒
１
９
８

－

８
５
３
０
青
梅

市
東
青
梅
４

－

13

－

４ 

※ 

申
告
書
の
控
え
な
ど
の
返
却
を
希
望
す
る
場
合

は
、
そ
の
旨
と
申
告
す
る
方
の
「
住
所
、
氏
名
」

を
記
入
し
た
返
信
用
封
筒
（
切
手
貼
付
）
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

4

人
と
の
間
隔
は
で
き
る
だ
け
２
メ
ー
ト
ル
空
け
ま
し
ょ
う
。
「
密
閉
」
「
密
集
」
「
密
接
」
を
避
け
、
こ
ま
め
に
手
洗
い
を
。
外
出
時
に
は
、
症
状
が
な
く
て
も
マ
ス
ク
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

■ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
申
告
受
付
は
行
い
ま

せ
ん

　
２
月
21
日
㈰
・
28
日
㈰
に
限
り
、
立
川
税
務

署
で
申
告
書
の
作
成
・
提
出
を
受
け
付
け
ま
す

（
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
）。

■ 

２
月
１
日
㈪
～
３
月

日
㈪
は
、
青
梅
税
務

署
の
駐
車
場
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
（
身
体
障

害
者
用
車
両
な
ど
を
除
く
）

　
河
辺
駅
北
口
の
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
河
辺
の
駐
車

場
か
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

医
療
費
控
除
の
明
細
書
が
必
要

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
で
す
の
で
、
事

前
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
医
療
費
の
領
収
書

の
提
出
は
不
要
で
す
が
、
５
年
間
保
存
し
、
税

務
署
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
提
示
・
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■ 

所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
が
不
要
で
も
、
住

民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
そ
の
年
分
の
公
的
年
金

な
ど
に
か
か
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合

計
が
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
確
定
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
（
外
国
の
年
金
が
あ
る

方
を
除
く
）
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
還

付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す

　
確
定
申
告
書
や
消
費
税
、
贈
与
税
は
、
税
務

署
へ
の
提
出
の
た
び
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記

載
が
必
要
で
す
。

■
不
審
な
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　
税
務
職
員
が
年
金
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
と
称
し
て
電
話
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
税
庁
（
国
税
局
・

税
務
署
を
含
む
）
で
は
、
還
付
金
の
お
知
ら
せ

や
受
取
口
座
情
報
な
ど
を
確
認
す
る
メ
ー
ル
を

送
信
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
税
務
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
不
審
な
電
話
な

ど
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
即
答
せ
ず
に
、
相
手

の
所
属
部
署
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
確
認
し
た

上
で
い
っ
た
ん
電
話
を
切
り
、
青
梅
税
務
署
の

総
務
課
☎
０
４
２
８

－

２
２

－

３
１
８
５
ま
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
は
自
動
音
声
で
案
内
し
て
い
ま
す
の

で
、
「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

災
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
納
税
の
猶
予
な

ど
が
あ
り
ま
す

　
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
申

告
期
限
の
延
長
や
納
税
の
猶
予
な
ど
、
申
告
・

納
税
に
係
る
手
続
き
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、

状
況
が
落
ち
着
き
ま
し
た
ら
税
務
署
へ
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
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広報はむら 3.1.15

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

 

在
宅
の
方 

① 

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
居
宅
サ
ー
ビ

ス
【
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
】（
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
）

○
訪
問
看
護
　
○
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

○
居
宅
療
養
管
理
指
導

○
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

○
短
期
入
所
療
養
介
護

○ 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

（
一
体
型
事
業
所
で
訪
問
看
護
を
利
用
す

る
場
合
に
限
る
）

○ 

複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
を

含
む
組
合
せ
で
提
供
さ
れ
る
場
合
に
限
る

〈
生
活
援
助
中
心
型
の
訪
問
介
護
の
部
分

を
除
く
〉
）

② 

　
①
の
サ
ー
ビ
ス
と
併
せ
て
利
用
す
る
場

合
の
み
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
サ
ー

ビ
ス
（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
） 

○
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
中
心
型
を
除
く
）

○
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

○
訪
問
入
浴
介
護

○
通
所
介
護
　
○
短
期
入
所
生
活
介
護

○
地
域
密
着
型
通
所
介
護

○
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

○
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

○ 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
へ

～
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
～

　
介
護
保
険
料
は
、
健
康
保
険
や
年
金
の
保

険
料
と
同
様
に
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
の
み
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

合
せ
　
申
告
方
法
・
手
続
き
…
青
梅
税
務

署
☎
０
４
２
８

－

２
２

－

３
１
８
５
（
代

表
）
／
介
護
保
険
制
度
…
高
齢
福
祉
介
護

課
介
護
保
険
係
内

142

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
を 

申
請
す
る
方
へ

　
住
民
税
（
市
民
税
・
都
民
税
）
非
課
税
世

帯
の
方
が
対
象
で
す
。
認
定
証
を
申
請
す
る

方
は
、
必
ず
確
定
申
告
ま
た
は
市
民
税
・
都

民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係

　
内

142

介
護
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　
寝
た
き
り
状
態
や
治
療
上
必
要
な
方
の
お

む
つ
代
は
、
医
療
費
控
除
の
対
象
で
す
。
確

定
申
告
の
際
に
「
お
む
つ
代
の
領
収
書
」
と

医
師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
要
介
護
（
支
援
）
の
状
態
に
あ
り
、
医
療

費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目
以
降
の
方

は
、
「
主
治
医
意
見
書
」
で
、
寝
た
き
り
の

状
態
で
尿
失
禁
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
に
限
り
、
「
市
町
村
が
主
治

医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
書
類
」
を
添

付
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

「
市
町
村
が
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確

認
し
た
書
類
」
は
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護

認
定
係
で
発
行
し
ま
す
。

※ 

「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
」
と
「
来
庁
さ

れ
る
方
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の
」
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
認
定
係

　
内

145

お
む
つ
代
は
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

　（
一
体
型
事
業
所
で
訪
問
看
護
を
利
用
し
な

　
い
場
合
お
よ
び
連
携
型
事
業
所
に
限
る
）

○ 

複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
を

含
ま
な
い
組
合
せ
で
提
供
さ
れ
る
場
合
に

限
る
〈
生
活
援
助
中
心
型
の
訪
問
介
護
の

部
分
を
除
く
〉
）

○ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の

訪
問
型
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
生
活
援
助

中
心
型
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
）

※ 

い
ず
れ
も
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
計

画
に
基
づ
い
て
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
み

 

介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方 

① 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

　
「
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
自
己
負

担
額
（
１
割
～
３
割
）
と
食
費･

居
住
費
に

係
る
自
己
負
担
額
の
合
計
額
の
２
分
の
１
」

が
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

② 

介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
療
養
型
医
療

施
設
・
介
護
医
療
院

　
「
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
自
己
負

担
額
（
１
割
～
３
割
）
と
、
食
費
・
居
住
費

に
係
る
自
己
負
担
額
」が
控
除
の
対
象
で
す
。

※ 

介
護
福
祉
士
な
ど
に
よ
る
喀
痰
吸
引
な
ど

の
対
価
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※ 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
に

対
し
て
医
療
費
控
除
対
象
額
を
記
載
し
た
領

収
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問 

合
せ
　
申
告
方
法
・
手
続
き
…
青
梅
税
務

署
☎
０
４
２
８

－

２
２

－

３
１
８
５
（
代

表
）
／
介
護
保
険
制
度
…
高
齢
福
祉
介
護

課
介
護
保
険
係
内
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￥
￥

￥

→

→

5

  

状
況
変
化
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
が
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

広報はむら 3.1.15

  

6

特
に
記
載
が
な
い
場
合
の
受
付
時
間
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
午
前
８
時

分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。

￥
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今
回
は
、
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
先
立
ち
行
わ
れ

る
「
聖
火
リ
レ
ー
」
と
聖
火
リ
レ
ー

の
運
営
を
支
え
る
「
聖
火
リ
レ
ー
サ

ポ
ー
タ
ー
」
を
紹
介
し
ま
す
。

 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
と
は 

　
聖
火
リ
レ
ー
の
炎
は
、
ギ
リ
シ
ャ

の
都
市
、
オ
リ
ン
ピ
ア
の
太
陽
光
か

ら
採
火
さ
れ
ま
す
。
炎
は
リ
レ
ー
で

ギ
リ
シ
ャ
か
ら
開
催
国
へ
と
つ
な
が

れ
、
開
会
式
で
聖
火
台
に
点
火
さ
れ

ま
す
。
聖
火
は
平
和
・
団
結
・
友
愛

と
い
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
理
想
を

表
現
し
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
関
心

と
期
待
感
を
高
め
る
役
目
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖

火
リ
レ
ー
は
、
３
月
25
日
㈭
に
福
島

県
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
全
国
各
地
を

巡
り
ま
す
。羽
村
市
で
の
聖
火
リ
レ
ー

は
７
月
12
日
㈪
に
行
わ
れ
ま
す
。

 

聖
火
リ
レ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は 

　
聖
火
リ
レ
ー
沿
道
で
の
走
路
管
理

や
、
周
辺
の
観
衆
・
雑
踏
の
整
理
な

ど
、
聖
火
リ
レ
ー
の
運
営
に
協
力
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
こ
の
ほ
か
、

出
発
式
会
場
お
よ
び
聖
火
ラ
ン
ナ
ー

集
合
場
所
で
の
運
営
補
助
や
案
内
な

ど
の
業
務
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、
広

報
は
む
ら
や
市
公
式
サ
イ
ト
で
、
サ

ポ
ー
タ
ー
の
募
集
を
行
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

　
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
だ
け
で
は
な
く
、

観
客
の
皆
さ
ん
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

は
じ
め
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
一

体
と
な
っ
て
、
羽
村
市
で
の
聖
火
リ

レ
ー
を
大
い
に
盛
り
上
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

問 

合
せ

　
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
室
内
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市
内
に
住
所
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上

の
方
の
う
ち
、
要
介
護
認
定
さ
れ
た
方
な
ど

に
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行
し

て
い
ま
す
。

　
住
民
税
（
市
民
税
・
都
民
税
）
や
所
得
税

の
確
定
申
告
の
際
、
こ
の
認
定
書
を
添
付
す

る
こ
と
で
、
本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が
、

障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

認
定
基
準 

　

〇
障
害
者
控
除
　

・ 

要
介
護
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
自
立
度

が
ラ
ン
ク
Ａ
の
方

・ 

認
知
症
で
あ
り
、
日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅱ

ま
た
は
Ⅲ
の
方

〇
特
別
障
害
者
控
除

　

・ 

要
介
護
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
自
立
度

が
ラ
ン
ク
Ｂ
以
上
の
方

・ 

認
知
症
で
あ
り
、
日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅳ

以
上
の
方

・
寝
た
き
り
状
態
で
あ
る
方

【 

日
常
生
活
自
立
度
の
区
分
（
要
介
護
認
定

時
の
状
態
）
】

ラ 

ン
ク
Ａ
…
屋
内
で
の
生
活
は
お
お
む
ね

自
立
し
て
い
る
が
、
介
助
な
し
に
は
外
出

で
き
な
い
。

ラ 

ン
ク
Ｂ
以
上
…
屋
内
で
の
生
活
に
何
ら

か
の
介
助
を
要
し
、
日
中
も
ベ
ッ
ド
上
で

の
生
活
が
主
体
で
あ
る
。

Ⅱ 

・
Ⅲ
…
日
常
生
活
に
必
要
な
意
思
疎
通

に
、
困
難
さ
が
多
少
み
ら
れ
る
。

Ⅳ 

以
上
…
日
常
生
活
に
必
要
な
意
思
疎
通

に
、
困
難
さ
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。

 

申
請
で
き
る
方 

　
本
人
と
そ
の
家
族
（
扶
養
し
て
い
る
方
）

※ 

介
護
度
・
日
常
生
活
自
立
度
な
ど
、
個
人

情
報
に
関
す
る
問
合
せ
に
電
話
で
答
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

申
請
方
法 

　
市
役
所
１
階
高
齢
福
祉
介
護
課
に
印
鑑

と
対
象
と
な
る
方
の
介
護
保
険
証
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

問 

合
せ

　
高
齢
福
祉
介
護
課
高
齢
福
祉
係
内
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介
護
保
険
の
要
支
援
・
要
介
護
の
方
お
よ
び 

そ
の
方
を
介
護
し
て
い
る
方
へ

確
定
申
告
手
続
き
に
利
用
で
き
る
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

￥

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書  


